
会場：　横浜メディア・ビジネスセンター６階　研修室 住所：　横浜市中区太田町２－２３
定員：　60名（定員になり次第締め切ります）　　　　　　　　　　　　　　 会費：　無料

◎受講をお申込みの方は、ご希望の研修の右端の欄に○印をご記入いただき、メールまたはＦＡＸでご連絡ください。

項目 単位 講師 受講希望

（研修登録番号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏　　　　名）

　　　　【お願い】　お申込みいただいて、万が一ご都合がつかなくなった場合は、お手数ではございますが、

　　　　　　　　　　神奈川県会までご連絡下さいますようお願いいたします。

【神奈川県会主催】平成29年10月の講師研修会開催予定のご案内

必須

コン

サル

10/3（火）

講師研修会

3

（全３回で改正民法の一通りの講義となります。）

研修日

改正民法の研修会【第1日目】

～意思表示、時効、法定利率、債権譲渡～

【講師研修会】 

13:30～16:30

10/10（火）

コン

サル13:30～16:30

【講師研修会】 

3
改正民法の研修会【第2日目】

～債務不履行、解除、危険負担、売買（契約不

適合責任）～

3
13:30～16:30

改正民法の研修会【第3日目】

～保証、消費貸借、賃貸借、請負、委任等～

飯島　奈津子 氏（弁護士）

渡邉　拓 氏（弁護士）

林　薫男 氏（弁護士）10/17（火）

コン

サル

【講師研修会】 



【連絡先】
神奈川県会事務局 〒231-0011 横浜市中区太田町2-23　横浜ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ ６Ｆ

メールアドレス kanagawa@sec.jicpa.or.jp 

FAX 　　045-681-7152
                    TEL 　　045-681-7151

ＨＰ 　　http://www.jicpa-kanagawa.jp/

　　「関内駅」　北口　徒歩７分

　　「関内駅」　１番出口　徒歩５分

　　「馬車道駅」　７番出口　徒歩５分　●　みなとみらい線

＜会場案内図＞

＜交通アクセス＞

  ●　JR

　●　横浜市営地下鉄

mailto:kanagawa@sec.jicpa.or.jp

